
秋　田　県　公　報　　　　　　　  2010年 平成22年12月14日（火曜日） 　　第2240号

平成22年12月14日
第2240号

毎週火・金曜日発行

−１−

秋田県公報

告　　　　　　　　示

　　　告　示
　○生活保護法による指定医療機関の変更（５８３・福祉政策課）………………………………………………………１
　○生活保護法による施術者の指定（５８４・福祉政策課）………………………………………………………………１
　○優良図書等の推奨（５８５・県民文化政策課）…………………………………………………………………………２
　○青少年に有害な図書類の指定（５８６・県民文化政策課）……………………………………………………………２
　○公共測量実施の通知（５８７・建設管理課）……………………………………………………………………………２
　○建設業の許可の取り消し（５８８・仙北地域振興局総務企画部）……………………………………………………３
　　　公　告
　○土地改良区の役員の退任及び就任の届出（鹿角地域振興局農林部）…………………………………………………３
　　　選挙管理委員会告示
　○選挙権を有する者の総数の50分の１の数及び３分の１の数（１１５）………………………………………………３
　○各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数（１１６）………………………………………………３

秋田県告示第583号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第50
条の２の規定により、次のとおり指定医療機関から変更の届出があったので、同法第55条の２第２号の規定に基づき、
告示する。
　　平成22年12月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第584号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第55
条において準用する同法第49条の規定により、医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる施術者を次のとお
り指定したので、同法第55条の２第１号の規定に基づき、告示する。
　　平成22年12月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

■　目　次　■

名　　称 開設者氏名
又 は 名 称 所　在　地

変更事項（名称）
変更年月日

変更前 変更後

医療法人秋田医仁
会　瀬川医院

医療法人秋田医仁
会　理事長

能代市万町７番23
号

医療法人秋田医仁
会　瀬川内科ペイ
ンクリニック

医療法人秋田医仁
会　瀬川医院 平成22年11月１日

ヘルシークラブ　
かづの厚生病院前
薬局

ＭｉＫ株式会社　
代表取締役

鹿角市花輪字向畑
93−１

メディック株式会
社 ＭｉＫ株式会社 平成22年11月１日

あい薬局　中町店 ＭｉＫ株式会社　
代表取締役 大館市中町29番地 メディック株式会

社 ＭｉＫ株式会社 平成22年11月１日

ヘルシークラブ　
大館市立病院前薬
局

ＭｉＫ株式会社　
代表取締役 大館市幸町２−21 メディック株式会

社 ＭｉＫ株式会社 平成22年11月１日
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第585号
　秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例（昭和53年秋田県条例第33号）第５条の２第１項の規定により、次
の図書を優良な図書として推奨し、平成22年12月14日から施行する。
　　平成22年12月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
　図書

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第586号
　秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例（昭和53年秋田県条例第33号）第９条第１項の規定により、次の図
書を青少年に有害な図書類として指定し、平成22年12月14日から施行する。
　　平成22年12月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
　図書

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第587号
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定より、次のとおり大仙市長から公
共測量実施の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示する。

氏　　名 住　　所 施術所の名称 施術所の所在地 業務の種類 指定年月日

小松　大作 潟上市昭和豊川竜毛字
坂ノ下13−４ こまつ整骨院 潟上市昭和豊川竜毛字

坂ノ下13−４ 柔道整復 平成22年11月22日

番号 題　　　名 発　行　所 著　者　等 推　　奨　　理　　由

１
まぼろしの大陸へ
白瀬中尉南極探検物
語

株式会社
岩崎書店

池田　まき子
（秋田県出身）

未知の世界に挑んだ不屈の精神、何事にも
勇気をもって挑戦する姿を次代の担い手で
ある子どもたちに生き生きと伝えている。
年齢を問わず、人間としての魅力に引き込
まれてしまう郷土の偉人伝である。

指定番号 図　書　名 発　行　所 発　行　日

10646 危険な愛体験　Special　12月
号 バナジー出版株式会社 平成22年12月１日

10647 裏モノ　ＪＡＰＡＮ　　12月
号 鉄人社 平成22年12月１日

10648 月刊秋田デナイト　　12月号 月刊秋田デナイト編集部 平成22年11月15日

10649 遊名人 有限会社アンチ・メディア 平成22年10月25日

10650 タトゥー・トライバル　４４ 富士美出版株式会社 平成22年11月10日

10651 ＭＡＮ−ＺＯＫＵ　12月号増
刊

株式会社イー・ジェイプランニ
ング

平成22年12月１日

10652 月刊バチェラー　１月号 株式会社ダイアプレス 平成23年１月21日

10653 ＤＩＡ　Ｃollection
　この女エロ妻につき 株式会社ダイアプレス 平成23年１月１日

10654 ＳＡＮＷＡ　ＭＯＯＫ
　おいしい女と暮らしたいっ!! 三和出版株式会社 平成22年12月１日

指定
理由

著しく青少年の性的感情を刺激し、及び著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、
その健全な育成を阻害するおそれがある。
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　　平成22年12月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　作業の種類
　　公共測量（道路台帳図データ更新）
２　作業を行う地域
　　大仙市神岡地域
３　作業を行う期間
　　平成22年11月30日から平成23年３月18日まで
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第588号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年12月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成22年12月１日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　株式会社自然科学調査事務所
　　大仙市戸蒔字谷地添102番地１
　　代表取締役　鈴　木　建　一
　　秋田県知事許可（般−18）第7150号
３　処分の内容
　　管工事業に係る一般建設業許可の取り消し
４　処分の原因となった事実
　　平成22年12月１日付けで管工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、小坂町土地改良区から次のとおり役員の退任及び
就任の届出があったので、同条第17項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年12月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　退任理事の住所及び氏名
　　鹿角郡小坂町小坂字大生手55番地１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木　村　　　實
２　就任理事の住所及び氏名
　　鹿角郡小坂町小坂字大宮前30番地３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石　田　正　志

秋選管告示第115号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条、第75条、第76条、第81条及び第86条並びに地方教育行政の組織及び運営
に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条の規定による選挙権を有する者の総数の50分の１の数及び３分の１の数
（その総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数
とを合算して得た数）は、次のとおりであるので告示する。
　　平成22年12月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
50分の１の数　　　　18,522
３分の１の数（選挙権を有する者の総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40
万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）
　　　　　　　　　 221,015
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第116号

公　　　　　　　　告

選挙管理委員会告示
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　地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条の規定による選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数（そ
の総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを
合算して得た数）は、次のとおりであるので告示する。
　　平成22年12月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
選挙区別
　秋田市　　　　　　89,250
　能代市山本郡　　　26,326
　横手市　　　　　　28,054
　大館市　　　　　　22,400
　男鹿市　　　　　　 9,582
　湯沢市雄勝郡　　　20,505
　鹿角市鹿角郡　　　11,643
　由利本荘市　　　　24,095
　潟上市　　　　　　 9,648
　大仙市仙北郡　　　31,841
　北秋田市北秋田郡　11,518
　にかほ市　　　　　 7,706
　仙北市　　　　　　 8,583
　南秋田郡　　　　　 7,549
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